
i
n

f
o

r
m

a
t

i
o

n

暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

◆
届
け
出
に
必
要
な
も
の

届
け
出
に
必
要
な
も
の
は
、
年
金
証

書
、
保
険
証
、
印
鑑
で
す
。

退職者本人の直系尊属、配偶者（内縁
を含む）と三親等内の親族、または配
偶者の父母と子で退職者本人と生計を
共にし、主として退職者本人の収入で
生計を維持している人

◆
お
医
者
さ
ん
に

か
か
る
と
き

◆
年
金
証
書
が
届
く
前
に

お
医
者
さ
ん
に
か
か
っ
た
ら

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、
窓

口
に
「
国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者

証
」
を
提
出
し
て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
と
き
支
払
う
一
部
負
担
金
は
次
の

よ
う
に
な
り
ま

す
。

〇
退
職
者
本
人

外
来
、
入
院

と
も
に
２
割

〇
扶
養
家
族

外
来
は
３
割
、

入
院
は
２
割

（
注
）薬
剤
と
入
院
時
の
食
事
代
に
つ
い

て
の
負
担
金
は
国
民
健
康
保
険
と

同
じ
額
で
す
。

退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
す
る
人

が
、
年
金
証
書
が
届
く
前
に
、
お
医
者

さ
ん
に
か
か
っ
た
場
合
は
、
申
請
す
る

と
差
額
分
（
本
人
１
割
、
扶
養
家
族
は

入
院
の
み
１
割
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

厚生年金や各種共済組合などの
老齢年金を受けられる人
※年金への加入期間が20年以
上、もしくは40歳以降10年以
上加入している人

退職被保険者の

国保に加入
している人老人保健の適用を

受けていない人

届け出は済んでいますか

◆
14
日
以
内
に

届
け
出
を

年
金
証
書
を
受
け
取
っ
た
ら
14
日
以

内
に
保
険
年
金
課
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。「
国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者

証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

このような人が対象となります

※
退
職
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
問

い
合
わ
せ
は
保
険
年
金
課
（
1
20

‐
１
５
２
６
）
へ
。
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※
入
院
・
入
所
時
の
食
事
代
に
つ
い

て
の
問
い
合
わ
せ
は
保
険
年
金
課

（
1
20
‐
１
５
２
６
）
へ
。

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
減
額
さ
れ
ま
す

入

院

・

入

所

時

の

食

事

代

国
民
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し

て
い
る
人
が
入
院
し
た
と
き
や
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
で
施
設
を
利
用
し

た
と
き
の
食
事
代
は
、
ほ
か
の
診

療
や
薬
に
か
か
る
費
用
な
ど
と
は

別
に
、
あ
る
一
定
の
額
を
自
分
で

負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
保
険
加
入
者
の
事
情
に

よ
っ
て
は
、
こ
の
負
担
分
が
減
額

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、
入

院
・
入
所
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま

す
の
で
、
早
め
に
保
険
年
金
課
の
窓
口

で
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
す
る
と
「
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
が
も
ら
え
ま
す
の
で
、
病
院
や

介
護
保
険
施
設
の
窓
口
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
現
在
認
定
を
受
け
て
い
る
人

で
、
引
き
続
き
認
定
を
受
け
た
い
人
は

６
月
中
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
と
な
る
人
は
早
め

に
申
請
を

申請に必要なもの
国民健康保険証、介護保険被
保険者証、老人医療受給者
証、印鑑、入院日数のわかる
もの（領収書など）
（注）市民税非課税世帯で老

齢福祉年金を受けてい
る人は国民年金証書も
必要です

減額認定を受けられるのに、
一般の人と同じ額を支払って
しまった場合、差額申請がで
きますので保険年金課へ相談
してください。

～国保税は必ず納期内に納めましょう～

印
鑑
登
録
の
前
に

印
鑑
登
録
す
る
と
き
は
、
市
役
所
１
階
の
市
民
課
窓
口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
と
遠
山
の
分
室
で
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
は
取
れ
て
も
、
登
録

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
登
録
、
手
続
き
の
方
法
に
つ
い
て
は
次
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
く
わ
し
く

は
市
民
課
（
1
20
‐
１
５
２
５
）
へ
。

こ
ん
な
印
鑑
は
登
録
で
き
ま
せ
ん

一般世帯 市民税非課税世帯 市民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者
※ （入院90日以下） （入院91日以上） （市民税非課税世帯）

国民健康保険 780円 650円 500円 ―
老人保健 780円 650円 500円 300円
介護保険 780円 500円 500円 300円

〇
台
帳
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
や
氏
・

名
を
表
し
て
い
な
い
も
の

〇
印
影
の
大
き
さ
が
、
１
辺
８
㎜
の
正
方
形
よ

り
小
さ
い
も
の
、
１
辺
25
㎜
の
正
方
形
よ
り

大
き
い
も
の

〇
職
業
や
模
様
が
入
っ
て
い
る
も
の

〇
変
形
し
や
す
い
材
質
の
も
の
（
ゴ
ム
印
な
ど
）

〇
印
影
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の

印
鑑
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
幅
広
く
使
わ
れ
ま
す
が
、「
実
印
」
と
し
て

使
用
す
る
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。

で
も
、
せ
っ
か
く
登
録
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
印
鑑
も
あ
り
ま
す
。
登

録
に
行
く
前
に
、
ち
ょ
っ
と
確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

印
鑑
登
録
証（
カ
ー
ド
）は
市
民
課
分
室
で
は
つ
く
れ
ま
せ
ん



雨
の
備
え
を
万
全
に

い
よ
い
よ
梅
雨
入
り

i
n

f
o

r
m

a
t

i
o

n

◆

暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

一
人
ひ
と
り
の
監
視
の
　
が
大
切

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
を
な
く
そ
う

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
を
防
ぐ
た
め
、

日
中
は
、
不
法
投
棄
監
視
員
と
市
の
職

員
が
パ
ト
ロ
ー
ル
に
あ
た
り
、
夜
間
は

民
間
の
警
備
会
社
に
委
託
し
、
24
時
間

体
制
で
監
視
し
て
い
ま
す
。

市
民
の
み
な
さ
ん
も
、
不
法
投
棄
を

見
つ
け
た
ら
、
車
の
ナ
ン
バ
ー
や
現
場

の
状
況
を
市
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

市
は
、
県
や
警
察
と
連
絡
を
取
り
な
が

ら
、
適
切
な
処
置
を
講
じ
ま
す
。

土
地
の
所
有
者
は
、
雑
草
の
草
刈
り

や
フ
ェ
ン
ス
・
柵
の
設
置
な
ど
き
ち
ん

と
行
い
、
安
易
に
土
地
の
提
供
を
し
な

い
な
ど
不
法
投
棄
の
未
然
防
止
に
つ
い

て
普
段
か
ら
所
有
地
の
適
切
な
管
理
を

心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

不
法
投
棄
を
未
然
に
防
ぐ
に
は
、
行

政
だ
け
で
は
な
く
地
域
住
民
や
土
地
の

所
有
者
な
ど
の
市
民
一
人
ひ
と
り
の
監

視
の
「
目
」
が
必
要
で
す
。

こ
れ
か
ら
雨
の
多
い
季
節
で
す
。
長

雨
と
集
中
豪
雨
は
、
一
瞬
の
う
ち
に
命

を
奪
う
、
が
け
崩
れ
や
水
害
を
発
生
さ

せ
、
市
民
生
活
に
多
大
な
被
害
を
も
た

ら
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
被
害
を
最
小

限
に
す
る
た
め
に
に
も
、
も
う
一
度
家

の
周
り
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

集
中
豪
雨
は
短
時
間
に
狭
い
地
域
に

集
中
し
て
大
量
の
雨
が
降
る
た
め
、
そ

の
予
測
は
困
難
で
す
。
雨
と
と
も
に
雷

が
鳴
り
続
け
る
と
注
意
が
必
要
で
す
。

強
く
大
量
の
雨
が
降
り
出
し
た
と
き

は
、
正
確
な
気
象
情
報
を
集
め
、
危
険

◆
日
ご
ろ
か
ら
家
族
で

話
し
合
い
を

と
感
じ
た
ら
早
め
に
避
難
し
ま
し
ょ

う
。
そ
の
た
め
に
は
家
族
で
避
難
場
所

を
決
め
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

大
雨
な
ど
に
よ
る
災
害
・
警
報
な
ど

の
情
報
は
、
成
田
市
内
91
カ
所
に
整
備

さ
れ
た
防
災
行
政
無
線
で
市
民
の
み
な

さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

万
一
、
放
送
を
聞
き
逃
し
た
場
合
は
、

消
防
本
部
災
害
状
況
等
案
内
（
1
24
‐

３
８
３
８
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

◆
災
害
情
報
は

防
災
行
政
無
線
で

不法に投棄された家電製品や粗大ゴミ

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
制
度
が

施
行
さ
れ
た
日
で
す
。

人
権
は
人
間
が
幸
福
な
人
生
を
送
る

う
え
で
も
っ
と
も
大
切
な
権
利
で
す
。

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

で
は
、
こ
の
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の

日
」
と
定
め
、「
育
て
よ
う
一
人
ひ
と

り
の
人
権
意
識
―
思
い
や
る
心
が
築
く

新
世
紀
―
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、

積
極
的
な
啓
発
活
動
を
展
開
し
て
い
ま

す
。市

内
で
は
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受

け
た
下
表
の
人
権
擁
護
委
員
が
、
み
な

さ
ん
か
ら
の
人
権
に
か
か
わ
る
相
談
を

人
権
を
守
り

明
る
い
社
会
を

人
権
擁
護
委
員
制
度

市では、市消費者の実態や意見、要望などを把握
するため、消費生活モニター制度を設けています。
消費者の代表者であり、市民のみなさんと行政との
パイプ役でもある消費生活モニターのみなさんが決
まりましたのでご紹介します。（敬称略）
◇磯野徳子（玉造）◇岩井かず子（吾妻）◇牛迫惠
子（中台）◇岡本系（飯田町）◇岡本真理（囲護台）
◇梶本圭子（江弁須）◇形野悦子（中台）◇川崎雪
子（橋賀台）◇川又櫻子（上福田）◇桐原照子（中
台）◇斎藤恵（加良部）◇佐藤恵美子（飯田町）◇
高橋みち子（土屋）◇戸田和子（花崎町）◇日置久
恵（橋賀台）◇平山久美子（中台）◇福原煦美子
（中台）◇穂坂ゆき子（吾妻）◇丸山セイ子（本城）
◇山岸ゆかり（飯田町）

氏　名 住　所 電話番号
細矢　正雄 成田市中台6-16-7 28-1131

金子登美男 〃　橋賀台1-6-2 26-0162

根本　 子 〃　北須賀17 26-9347

伊藤　京子 〃　囲護台3-7-8 24-0686

小関ちい子 〃　北羽鳥2167 37-0948

郡司　福男 〃　三里塚68 35-0180

諸岡　裕行 〃　赤萩1208 22-1092

小川　信夫 〃　宝田2760 22-2403

※
不
法
投
棄
の
通
報
な
ど
く
わ
し
く

は
、
環
境
対
策
課
（
1
20
‐
１
５
３

２
）
・
県
の
「
産
廃
１
１
０
番
」（
1

０
４
３
‐
２
２
３
‐
３
８
０
１
）
へ
。

※くわしくは商工観光課（1 20-1540）へ。

※
く
わ
し
く
は
市
民
相
談
所
（
1
20

‐
１
５
０
７
）
へ
。

※
く
わ
し
く
は
総
務
課
防
災
対
策
室

（
1
20
‐
１
５
１
０
）
へ
。

お
受
け
し
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

消費生活モニターのみなさん
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相 談 日

水道水のアンケート調
査に協力したところ、浄

水器のカートリッジを無料でもら
いましたが、セールスの言葉巧み
な勧誘で、30万円の浄水器を購入
してしまいました。後で冷静にな
って考えると必要のない物なの
で、契約を解除したいのですが。

Q

Q & A
消 費 生 活 相 談

限
り
あ
る
水
を
大
切
に

６
月
１
日
か
ら
水
道
週
間

私
た
ち
が
毎
日
使
っ
て
い
る
水
道
水

は
、
地
下
水
と
河
川
水
が
水
源
で
、
河

川
水
へ
の
依
存
度
は
年
々
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。

水
を
た
く
さ
ん
使
お
う
と
す
る
と
、

水
源
と
な
る
ダ
ム
の
建
設
が
必
要
に
な

り
ま
す
が
、
ダ
ム
の
建
設
に
は
そ
の
地

域
が
水
没
し
て
し
ま
う
こ
と
や
自
然
環

境
の
破
壊
な
ど
、
大
き
な
犠
牲
が
伴
い

ま
す
。
水
を
使
う
と
き
に
は
、
節
約
を

心
掛
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

使
用
水
量
が
極
端
に
多
い
と
思
っ
た

ら
、
漏
水
の
疑
い
が
あ
り
ま
す
。
家
中

の
蛇
口
を
全
部
閉
め
て
も
、
水
道
メ
ー

タ
ー
の
星
型
パ
イ
ロ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー
や

１R

針
が
動
い
て
い
た
ら
、
漏
水
で

◆
漏
水
に
ご
注
意
を

す
。
早
急
に
市
指
定
の
水
道
工
事
店
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

作業日 地　区　名
6月4日（月） 並木町（大久保台）・不動ヶ岡（そり田）地区
6月5日（火） 公津の杜地区
6月6日（水） 飯田町・不動ヶ岡・宗吾・江弁須地区
6月7日（木） 囲護台・新町・幸町地区
6月8日（金） 美郷台・土屋地区

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
業
務
課
（
1

22
‐
０
２
６
９
）
へ
。

４
日
か
ら
並
木
町
な
ど
で

赤
水
排
水
作
業

水
道
部
で
は
、
赤
水
の
発
生
を
防
ぐ

た
め
、
下
表
地
域
で
配
水
管
内
の
赤
水

排
水
作
業
を
行
い
ま
す
。
期
間
中
は
一

時
的
に
減
水
や
赤
水
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
水
槽
を
使
用
し
て
い
る
場

合
は
、
赤
水
が
混
入
し
な
い
よ
う
適
切

な
措
置
を
お
願
い
し
ま
す
。
作
業
予
定

時
間
は
、
各
地
区
と
も
午
後
10
時
か
ら

午
前
４
時
ま
で
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課
（
1

22
‐
０
２
６
９
）
へ
。

◆市民相談所（120-1507）
◎市民（行政）相談

月～金曜日　8時30分～5時

◎市民生活相談（家事・民事）

月・木曜日　9時～4時

◎法律相談（予約制）水曜日　1時～4時

（裁判所で係争中の事件は除く）

◎人権・行政合同相談

21日（木）10時～3時

◎不動産相談 19日（火）10時～正午

◎税務相談 19日（火）10時～3時

◎外国人相談

14日（木）・28日（木）1時～4時

（英語･中国語･スペイン語･ポルトガル語）

◎市民よろず相談 16日（土）1時～4時

会場　ユアエルム（公津の杜）1Fセンタープラザ

◆商工観光課（電話は各相談所へ）
◎女性就業相談 水・金曜日・10時～4時

（122-1111･内線2724市役所2階相談室）

◎高年齢者職業相談 月～金曜日･9時～4時

（122-1111・内線2725市役所2階相談室）

◎住宅相談 14日（木）10時～正午

（122-2101・成田商工会議所）

◆パートサテライト（122-8281）
◎パートタイマー職業相談

月～金曜日・9時～4時

◆消費生活センター（123-1161）
◎消費生活相談 月～金曜日・9時～4時

◆保険年金課（120-1526）
◎年金相談 水曜日・10時～3時

◆市民生活課（120-1527）
◎交通事故相談 5日（火）10時～3時

◆社会福祉協議会（120-1574）
◎心配ごと相談 木曜日・10時～3時

◎酒害相談 7日（木）・21日（木）9時～正午

◆児童家庭課（120-1538）
◎家庭児童相談 月～金曜日･9時～4時

◆厚生課（120-1536）
◎戦没者遺族相談 25日（月）10時～3時

◆教育指導課（120-1582）
◎就学相談（予約制）火・水・木曜日・9時～5時

◆教育相談室（128-3234）
（ニュータウンセンタービル6階）

◎教育相談 月～金曜日・10時～5時

（不登校相談も）
※くわしくは消費生活センター（123-1161）へ。

赤水排水作業日程

家庭の主婦をねらう悪
徳商法には、アンケート

調査や布団、家電製品などの点
検に来たと訪問し、高額な商品
を売りつけたりするものなどが
あります。気がついたら高額な
商品を購入することになってし
まったとの相談が消費生活セン
ターに多く寄せられます。この
場合は訪問販売法により8日間は
クーリング・オフ（無条件解約）
ができますので、書面（簡易書
留）で契約解除通知を郵送しま
しょう。家の中に入れてしまう
と断りにくいので、訪問販売は
目的を確かめて必要がないとき
やよく分からないときは、はっ
きりと断ることが大切です。

A


